
北海道札幌北陵高等学校後援会会則 

 

（名称） 

第１条 本会は札幌北陵高等学校後援会とよぶ。 

（目的） 

第２条 本会は当校の文化・体育活動の振興及び教育環境整備のための後援を行い、もってその

発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 学校行事・部活動等に対する後援 

２ 教育環境の整備充実に対する後援 

３ その他必要と認める事業に対する後援 

（会員） 

第４条 本会は次の会員をもって構成する。 

１ 一般会員（本校生徒の父母又はこれに代わる人） 

２ 特別会員（本会の趣旨に賛同する団体及び個人） 

（役員） 

第５条 本会に次の役員をおき、ＰＴＡ役員の任務に準じて当該役員が兼務する。 

会長１名 副会長４名 事務局長１名 会計２名 会計監査３名 

（校長及び顧問） 

第６条 校長・顧問については次のとおりとする。 

１ 校長は学校を代表し、会の運営に参画する。 

２ 本会に顧問をおくことができる。ただし、総会の同意を得て会長が委嘱する。 

（事務局） 

第７条 事務局は本校内におき、ＰＴＡ会則に準じて会務の処理にあたる。 

（会議） 

第８条 会議は総会、役員会、運営委員会とし、ＰＴＡ会則に準じて運営する。その他の委員会

は必要に応じて設け、その委員は会長が委嘱する。 

（会計） 

第９条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

１ 入会金は１，０００円、会費は月額１，３００円とし、生徒一人毎に徴収する。 

２ 特別会員の入会金、会費は別に定める。 

３ 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第 10 条 単年度会計で対応できない全国大会派遣費および部活動備品整備等の準備金として積

立金を別に設けることができる。但し、財源は一般会計の内からとする。 

 

付 則 １ 本会の運営に関し必要な細則は別に定めることができる。 

２ 会則は昭和４７年４月１０日より施行する。 

３ 昭和４９年５月２２日一部改正。 

４ 昭和５０年５月２６日一部改正。 

５ 昭和５２年５月３０日一部改正。 

６ 平成４年５月１６日一部改正。 

７ 平成１３年５月１９日一部改正。 

８ 平成１８年２月２７日一部改正。 

９ 平成２０年４月２５日一部改正。 


